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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第15期中間連結会計期間及び第15期連結会計年度及び第16期中間連結会計期間及び第16期連結会計年度並び

に第17期中間連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、１株当たり中間(当

期)純損失が計上されているため記載しておりません。 

３ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基

準適用指針第８号)を適用しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第15期中 第16期中 第17期中 第15期 第16期

会計期間

自 平成17年
４月１日

至 平成17年
９月30日

自 平成18年
４月１日

至 平成18年
９月30日

自 平成19年
４月１日

至 平成19年
９月30日

自 平成17年
４月１日

至 平成18年
３月31日

自 平成18年
４月１日

至 平成19年
３月31日

売上高 (千円) 838,797 1,224,413 1,095,968 1,890,552 2,422,851

経常損失 (千円) 86,624 36,739 21,073 153,494 55,451

中間(当期)純損失 (千円) 48,978 38,933 166,150 161,029 194,422

純資産額 (千円) 1,056,745 907,268 613,333 947,010 788,812

総資産額 (千円) 1,276,212 1,524,278 1,544,730 1,249,343 1,306,174

１株当たり純資産額 (円) 131,370.69 112,066.10 75,841.89 117,699.58 96,569.71

１株当たり中間(当期) 
純損失

(円) 6,110.14 4,830.44 20,545.35 20,051.00 24,083.06

潜在株式調整後１株当た 
り中間(当期)純利益

(円) ― ― ─ ― ─

自己資本比率 (％) 82.8 59.5 39.3 75.8 59.8

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △122,230 △18,381 △67,260 △207,760 △10,796

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 140,373 △1,260 △9,411 156,084 △26,689

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △3,152 196,653 △107,632 △2,973 96,222

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(千円) 532,965 653,637 351,863 475,285 536,167

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数]

(人)
29 

［14］
109

［14］
104

［18］
81 

［14］
106

［15］



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第15期中間会計期間及び第15期事業年度及び第16期中間会計期間及び第16期事業年度並びに第17期中間会計

期間の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、１株当たり中間(当期)純損失が計上されて

いるため記載しておりません。 

  

回次 第15期中 第16期中 第17期中 第15期 第16期

会計期間

自 平成17年
４月１日

至 平成17年
９月30日

自 平成18年
４月１日

至 平成18年
９月30日

自 平成19年
４月１日

至 平成19年
９月30日

自 平成17年
４月１日

至 平成18年
３月31日

自 平成18年
４月１日

至 平成19年
３月31日

売上高 (千円) 829,361 1,079,690 915,517 1,784,316 2,107,036

経常損失 (千円) 78,083 30,868 47,382 139,392 68,417

中間(当期)純損失 (千円) 40,340 32,856 181,466 146,685 207,280

資本金 (千円) 441,832 444,336 444,336 441,990 444,336

発行済株式総数 (株) 8,044 8,087 8,087 8,046 8,087

純資産額 (千円) 1,065,384 927,688 599,502 961,354 790,298

総資産額 (千円) 1,276,672 1,507,951 1,484,524 1,233,399 1,258,055

１株当たり純資産額 (円) 132,440.60 114,591.16 73,311.92 119,482.29 96,753.45

１株当たり中間(当期) 
純損失

(円) 5,032.47 4,076.54 22,439.31 18,264.96 25,675.75

潜在株式調整後１株当た 
り中間(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ─ 1,000.00 1,000.00

自己資本比率 (％) 83.4 61.5 39.9 77.9 62.2

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数]

(人)
27 

［14］
32

［14］
27

［18］
26 

［14］
27

［15］



２ 【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に

重要な変更はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は( )内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記

載しております。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は( )内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載して

おります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であり、特記すべき事項はありません。 

  

従業員数(人) 104( 18)

従業員数(人) 27( 18)



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の堅調さを反映し設備投資も引き続増加するな

ど、総じて堅調に推移しました。  

 当社グループの属するITセキュリティ業界においては、大手企業や官公庁における情報セキュリティ

投資が引続き堅調に行われると共に、相次ぐ情報漏洩、不正アクセスの増加により中堅企業においても

情報セキュリティに対する関心は引き続き高く、需要は増加傾向にあります。一方、商品やサービス、

企業間の競争は益々激化してきており、売上や利益確保が一段と厳しくなってきている状況にもありま

す。  

 また、ネットワーク関連の技術者の慢性的な不足が続いており、企業にとって優秀なネットワーク技

術者の確保が重要な課題となっております。  

 このような市場環境において当社グループは、企業価値の創出を図るべく、総合ITセキュリティサー

ビスベンダーを目指し、既存のセキュリティ製品販売事業及び保守サービス事業に加えて、新規事業と

してのセキュリティサービス事業の立上げや、ネットワーク技術者のアウトソーシングビジネスにも注

力しております。  

 当中間連結会計期間の業績につきましては中小企業向けのセキュリティ商品は順調に推移しています

が、大手企業向けセキュリティ商品が需要一巡化、競争の激化の影響で当初予想を下回る結果となりま

した。また、新規ビジネスとしてのサービスビジネスについてはサービスメニューのラインアップを強

化した結果、昨年度より大幅に収益を伸ばしていますが、一部顧客での導入が遅れるなどにより、現時

点では当初想定した収益を上げるにいたっておりません。  

子会社が行っているネットワークエンジニアの人材派遣ビジネスは、堅調に推移しており、連結での収

益向上に貢献しています。  

 なお「ソフトウエア取引の収益の会計処理に関する実務上の取り扱い(実務対応報告第17号 企業会

計基準委員会 平成18年3月30日)が公表されたことにより、本年4月以降開始する事業年度から適用す

るという指針に基づき、当期より提供期間にわたる契約の履行に応じて収益認識を行うよう変更するこ

ととしました。この変更により、過年度に計上した保守売上の中で今期以降に収益認識を行うものを過

年度保守売上修正損として126百万円を当中間期に特別損失に計上するとともに、過年度に収益を計上

した保守売上の中で当中間期に収益認識を行うものにつきましては改めて売上・利益の計上を行いまし

た。 

 

 以上の結果、当中間期の連結売上高は1,095百万円(前年同期比10.5％減)となり、営業損失は30百万

円(前年同期は89百万円の営業損失）、経常損失は21百万円(前年同期は36百万円の経常損失)、中間純

損失は166百万円(前年同期は38百万円の純損失)となりました。 

 

事業別の状況は次のとおりであります。 

①プロダクトセールス事業 

当事業部門は、統合型セキュリティアプライアンス商品が中小企業向けを中心に引き続き堅調に推移

し、当事業部門の60.9％を占めることとなりました。また、大手企業向けファイアウォール商品(ライ

センス)は競合の激化、需要一巡化、大型商談の減少などの影響を受け前年比59.0%と大幅な減少となり

ました。 

 以上の結果、当事業部門の連結売上高は440百万円(前年同期比14.7%減)となり、売上構成比率は

40.2％となりました。 

②サポートサービス事業 

当事業部門は、商品の販売後に継続して安定的に売上が見込めるストック型ビジネスとして当社グルー

プの売上の重要な位置を占めております。特に大手企業向けファイアウォール商品の保守については顧

666客・パートナーに対する技術面でのサポートが高く評価されております。 



 当中間期における保守売上高は大手企業向け保守売上の減少により、連結売上高は397百万円(前年

同期比25.4％減)売上構成比率は36.2％となりました。 

③プロフェッショナルサービス事業 

当事業部門は、セキュリティに関連したマネージドサービス、コンサルティング、導入設置、教育、人

材派遣などのサービスビジネスであり、当社の今後の大きな柱に成長させていく分野と位置づけていま

す。 

新しいサービス事業としては、前期末に企業向け包括的セキュリティサービス「FCトータル セキュア

オフィス サービス」を開発し運用を開始したほか、当第1四半期にはモバイルを利用した電子認証プ

ラットフォームの開発ならびにサービス運用を開始いたしました。 

また、IT技術者の旺盛な需要を背景にネットワーク及びセキュリティ分野の管理者、技術者の人材育成

及びアウトソーシング業務を行う当社100％出資の子会社クリエーティブソリューションズは順調に売

上を伸ばしております。 

以上の結果、当事業部門の連結売上高は258百万円(前年同期比52.9％増)となり売上構成比率は23.65％

となりました。 

  

  

  

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の中間期末残高は、営業活

動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動におけるキャッシュ・フ

ローがそれぞれ減少し、前連結会計年度に比べ184百万円減少し、351百万円となりました。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動におけるキャッシュ・フローは、増加要因として、売上債権の減少91百万円、前受金の増加

674百万円等であり、減少要因として、税金等調整前中間純損失154百万円、たな卸資産の増加527百万

円、仕入債務の減少102百万円等により67百万円の減少となりました。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動におけるキャッシュ・フローは、減少要因として、有形固定資産の取得7百万円、差入保証

金の差入1百万円等により、9百万円の減少となりました。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動におけるキャッシュ・フローは、減少要因として、短期借入金の返済100百万円、配当金の

支払7百万円により、107百万円の減少となりました。  

  

  

  

  

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

（1）生産・受注実績 

当社グループは、受注生産は行っておりません。 

  

（2）仕入実績 

当中間連結会計期間の仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  
（3）販売実績 

当中間連結会計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新
たに生じた課題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  

事業部門の名称
当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前年同期比(％)

プロダクトセールス事業（千円） 338,307 70.7

サポートサービス事業（千円） 299,573 86.0

プロフェッショナルサービス事業(千円) 27,848 179.2

合計（千円) 665,729 79.0

事業部門の名称
当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前年同期比(％)

プロダクトセールス事業（千円） 440,636 85.3

サポートサービス事業（千円） 397,014 74.6

プロフェッショナルサービス事業(千円) 258,317 152.9

合計（千円) 1,095,968 89.5



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

重要な設備の新設、除却等の計画はありません。 
  
  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 28,000

計 28,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月27日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 8,087 8,087
大阪証券取引所
(ヘラクレス市場)

－

計 8,087 8,087 － －



(2) 【新株予約権等の状況】 

提出会社に対して、新株の発行を請求できる権利（旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権並び

に平成13年改正旧商法第280条ノ20及び同第280条ノ21の規定に基づく新株予約権（共にストックオプショ

ン））に関する事項は次のとおりであります。 

 ①新株引受権 

平成12年８月７日臨時株主総会決議 

 
(注) 新株予約権発行後、当社が株式分割・株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により

生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 
  

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数 ─ ─

新株予約権のうち自己新株
予約権の数

─ ─

新株予約権の目的となる株
式の種類

普通株式 同左

新株予約権の目的となる株
式の数

  40株 22株

新株予約権の行使時の払込
金額

326,600円 (注) 同左

新株予約権の行使期間
自 平成14年８月７日
至 平成22年８月６日

同左

新株予約権の行使により株
式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格  326,600円
資本組入額 163,300円

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けた者(以下、
「新株予約権者」という。)は、権利行
使時においても、当社の取締役または従
業員の地位にあることを要するものとす
る。ただし、新株予約権者が、任期満
了・定年による退任・退職、または会社
都合によりこれらの地位を失った場合は
この限りではない。 
その他の条件については、平成12年８月
７日開催の当社臨時株主総会および新株
予約権発行の取締役会決議に基づき、当
社と新株予約権者との間で締結する新株
引受権付与契約に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する
事項

新株予約権の譲渡、質入その他の処分は
認めない。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株
予約権の交付に関する事項

─ ─

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率



平成13年10月19日臨時株主総会決議 

 
(注) 新株予約権発行後、当社が株式分割・株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により

生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 
  

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数 ─ ─

新株予約権のうち自己新株
予約権の数

─ ─

新株予約権の目的となる株
式の種類

普通株式 同左

新株予約権の目的となる株
式の数

  10株 5株

新株予約権の行使時の払込
金額

158,000円 (注) 同左

新株予約権の行使期間
自 平成15年10月23日
至 平成23年10月18日

同左

新株予約権の行使により株
式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格  158,000円
資本組入額  79,000円

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けた者(以下、

「新株予約権者」という。)は、権利行

使時においても、当社の取締役または従

業員の地位にあることを要するものとす

る。ただし、新株予約権者が、任期満

了・定年による退任・退職、または会社

都合によりこれらの地位を失った場合は

この限りではない。 

その他の条件については、平成13年10月

19日開催の当社臨時株主総会および新株

予約権発行の取締役会決議に基づき、当

社と新株予約権者との間で締結する新株

引受権付与契約に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する
事項

新株予約権の譲渡、質入その他の処分は
認めない。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株
予約権の交付に関する事項

─ ─

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率



 ②新株予約権 

平成14年６月27日定時株主総会決議 

 
（注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。 
   ２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 
 その他当社が取締役会決議により定める一定の場合にも適宜調整される。 

  

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数      80個（注）1 80個（注）1

新株予約権のうち自己新株
予約権の数

─ ─

新株予約権の目的となる株
式の種類

普通株式 同左

新株予約権の目的となる株
式の数

  80株 ─

新株予約権の行使時の払込
金額

299,091円（注）２ 同左

新株予約権の行使期間
自 平成16年７月１日
至 平成24年６月27日

同左

新株予約権の行使により株
式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格  299,091円
資本組入額 149,546円

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けた者(以下、

「新株予約権者」という。)は、権利行

使時においても、当社の取締役または従

業員の地位にあることを要するものとす

る。ただし、新株予約権者が、任期満

了・定年による退任・退職、または会社

都合によりこれらの地位を失った場合は

この限りではない。 

その他の条件については、平成14年６月

27日開催の当社定時株主総会および新株

予約権発行の取締役会決議に基づき、当

社と新株予約権者との間で締結する新株

予約権割当契約書に定めるところによ

る。

同左

新株予約権の譲渡に関する
事項

新株予約権を譲渡するには取締役会の承
認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株
予約権の交付に関する事項

─ ─

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率



平成15年６月25日定時株主総会決議 

 
（注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。 
   ２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 
 その他当社が取締役会決議により定める一定の場合にも適宜調整される。 

  

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数       40個（注）1   40個（注）1

新株予約権のうち自己新株
予約権の数

─ ─

新株予約権の目的となる株
式の種類

普通株式 同左

新株予約権の目的となる株
式の数

  40株 40株

新株予約権の行使時の払込
金額

113,334円（注）２ 同左

新株予約権の行使期間
自 平成17年７月１日
至 平成25年６月25日

同左

新株予約権の行使により株
式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格  113,334円
資本組入額  56,667円

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けた者(以下、

「新株予約権者」という。)は、権利行

使時においても、当社の取締役の地位に

あることを要するものとする。ただし、

新株予約権者が、任期満了による退任そ

の他正当な理由のある場合にはこの限り

ではない。 

その他の条件については、平成15年６月

25日開催の当社定時株主総会および新株

予約権発行の取締役会決議に基づき、当

社と新株予約権者との間で締結する新株

予約権割当契約書に定めるところによ

る。

同左

新株予約権の譲渡に関する
事項

新株予約権を譲渡するには取締役会の承
認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株
予約権の交付に関する事項

─ ─

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率



平成16年６月26日定時株主総会決議 

 
（注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。 
   ２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 
 その他当社が取締役会決議により定める一定の場合にも適宜調整される。 

  

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数    ─（注）1   ─（注）1

新株予約権のうち自己新株
予約権の数

─ ─

新株予約権の目的となる株
式の種類

普通株式 同左

新株予約権の目的となる株
式の数

─ ─

新株予約権の行使時の払込
金額

292,400円（注）２ 同左

新株予約権の行使期間
自 平成18年７月１日
至 平成26年６月25日

同左

新株予約権の行使により株
式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格  292,400円
資本組入額 146,200円

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けた者(以下、

「新株予約権者」という。)は、権利行

使時においても、当社の取締役の地位に

あることを要するものとする。ただし、

新株予約権者が、任期満了による退任そ

の他正当な理由のある場合にはこの限り

ではない。 

その他の条件については、平成16年６月

26日開催の当社定時株主総会および新株

予約権発行の取締役会決議に基づき、当

社と新株予約権者との間で締結する新株

予約権割当契約書に定めるところによ

る。

同左

新株予約権の譲渡に関する
事項

新株予約権を譲渡するには取締役会の承
認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株
予約権の交付に関する事項

─ ─

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率



平成18年６月24日定時株主総会決議 

 
（注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。 
   ２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 
 その他当社が取締役会決議により定める一定の場合にも適宜調整される。 

  

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数  100個（注）1 100個（注）1

新株予約権のうち自己新株
予約権の数

─ ─

新株予約権の目的となる株
式の種類

普通株式 同左

新株予約権の目的となる株
式の数

100株 100株

新株予約権の行使時の払込
金額

244,479円（注）２ 同左

新株予約権の行使期間
   自 平成20年7月１日   
 至 平成28年6月25日

同左

新株予約権の行使により株
式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格  244,479円
資本組入額 122,240円

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けた者(以下、

「新株予約権者」という。)は、権利行

使時においても、当社の取締役の地位に

あることを要するものとする。ただし、

新株予約権者が、任期満了による退任そ

の他正当な理由のある場合にはこの限り

ではない。 

その他の条件については、平成18年６月

24日開催の当社定時株主総会および新株

予約権発行の取締役会決議に基づき、当

社と新株予約権者との間で締結する新株

予約権割当契約書に定めるところによ

る。

同左

新株予約権の譲渡に関する
事項

新株予約権を譲渡するには取締役会の承
認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株
予約権の交付に関する事項

─ ─

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率



(3) 【ライツプランの内容】 

     該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成19年４月１日～ 
平成19年９月30日

─ 8,087 ─ 444,336 ─ 136,636



(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

 
  

(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
  

② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

 
  

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

株式会社フォーバル 東京都渋谷区神宮前５－５２－２ 5,300 65.54

浦野 義朗 東京都江戸川区 88 1.09

山口 勝美 東京都渋谷区 66 0.82

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋１－９－１ 56 0.69

菅原 泰男 東京都港区 50 0.62

芹沢 福夫 静岡県三島市 45 0.56

織田 敏昭 岡山県岡山市 44 0.54

石井 忠博 千葉県香取郡 41 0.51

ＳＢＩイー・トレード証券株式
会社(自己融資口)

東京都港区六本木１－６－１ 41 0.51

岩原 央 東京都府中市 40 0.49

佐々木 洋典 埼玉県所沢市 40 0.49

計 ― 5,811 71.86

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 8,087 8,087 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 8,087 ― ―

総株主の議決権 ― 8,087 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は大阪証券取引所ヘラクレス市場におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。 

退任役員 

 
  

  

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 190,000 178,000 136,000 149,000 121,000 93,000

最低(円) 143,000 113,000 117,000 110,000 80,100 69,000

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役 ─ 春日原 森 平成19年10月12日



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規

則に基づき、当中間連結会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）は、改正後の中間連結

財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規

則に基づき、当中間会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）は、改正後の中間財務諸表

等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)及び前中間会計期間(平

成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当中間連結

会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成19年４月１日から平

成19年９月30日まで)は金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ中間連結財務諸表

並びに中間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けております。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 317,306 351,863 536,167

 ２ 受取手形及び売掛金 ※１ 458,249 362,003 453,553

 ３ 有価証券 336,330 ─ 0

 ４ たな卸資産 170,521 651,763 123,956

 ５ 繰延税金資産 722 ─ ─

 ６ その他 63,549 52,584 44,424

   流動資産合計 1,346,680 88.3 1,418,215 91.8 1,158,102 88.7

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※２

  (1) 建物 14,235 933 13,147

  (2) 器具備品 20,510 34,746 54,481 55,415 60,224 73,372

 ２ 無形固定資産 19,263 12,155 15,395

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 58,950 23 41

  (2) 繰延税金資産 7,995 ─ ─

  (3） その他 56,643 73,293 73,635

    貸倒引当金 ─ 123,588 △14,373 58,943 △14,373 59,303

   固定資産合計 177,598 11.7 126,514 8.2 148,072 11.3

   資産合計 1,524,278 100.0 1,544,730 100.0 1,306,174 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 280,327 140,245 243,236

 ２ 短期借入金 200,000 ─ 100,000

 ３ 前受金 ─ 674,498 433

 ４ 未払法人税等 1,751 11,743 2,325

 ５ 未払消費税等 26,605 4,728 37,692

 ６ その他 94,073 85,651 120,069

   流動負債合計 602,758 39.5 916,867 59.4 503,757 38.6

Ⅱ 固定負債

 １ 退職給付引当金 14,252 14,528 13,603

   固定負債合計 14,252 1.0 14,528 0.9 13,603 1.0

   負債合計 617,010 40.5 931,396 60.3 517,361 39.6

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 444,336 29.1 444,336 28.8 444,336 34.0

 ２ 資本剰余金 136,636 9.0 136,636 8.8 136,636 10.5

 ３ 利益剰余金 355,479 23.3 25,752 1.7 199,990 15.3

   株主資本合計 936,451 61.4 606,725 39.3 780,962 59.8

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券 
   評価差額金

△30,173 △21 △3

   評価・換算差額等 
   合計

△30,173 △2.0 △21 △0.0 △3 △0.0

Ⅲ 新株予約権 989 0.1 6,629 0.4 7,853 0.6

   純資産合計 907,268 59.5 613,333 39.7 788,812 60.4

   負債純資産合計 1,524,278 100.0 1,544,730 100.0 1,306,174 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 1,224,413 100.0 1,095,968 100.0 2,422,851 100.0

Ⅱ 売上原価 985,421 80.5 870,001 79.4 1,932,932 79.8

   売上総利益 238,991 19.5 225,967 20.6 489,918 20.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 279,551 22.8 256,842 23.4 552,855 22.8

   営業損失 40,559 △3.3 30,875 △2.8 62,936 △2.6

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 6,576 291 15,144

 ２ 為替差益 ─ 7,154 ─

 ３ その他 352 6,928 0.6 3,181 10,628 1.0 460 15,605 0.6

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 144 248 917

 ２ 為替差損 2,964 ─ 7,202

 ３ その他 ─ 3,109 0.3 578 826 0.1 ─ 8,120 0.3

   経常損失 36,739 △3.0 21,073 △1.9 55,451 △2.3

Ⅵ 特別利益

 １ 新株予約権戻入益 ― ― ― 4,283 4,283 0.4 ─ ─ ─

Ⅶ 特別損失

  １ 固定資産除却損 ※２ ─ 11,280 ─

 ２ 過年度保守売上修正 
   損

― 126,896 ─

 ３ 投資有価証券評価損 ─ ─ 62,149

 ４ 有価証券解約損 ─ ─ 26,168

 ５ その他 ― ― ― ─ 138,177 12.6 40,227 128,546 5.3

   税金等調整前 
   中間(当期)純損失

36,739 △3.0 154,967 △14.1 183,997 △7.6

   法人税、住民税 
   及び事業税

1,128 11,182 641

   法人税等調整額 1,065 2,193 0.2 ─ 11,182 1.0 9,783 10,424 0.4

   中間(当期)純損失 38,933 △3.2 166,150 △15.1 194,422 △8.0



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 441,990 134,290 402,458 978,739

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 2,345 2,345 4,691

 剰余金の配当 (注) △8,046 △8,046

 中間純損失 (△) △38,933 △38,933

 株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計 

(千円)
2,345 2,345 △46,979 △42,287

平成18年９月30日残高(千円) 444,336 136,636 355,479 936,451

評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

その他有価証券 
評 価 差 額 金

平成18年３月31日残高(千円) △31,729 ― 947,010

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 4,691

 剰余金の配当 (注) △8,046

 中間純損失 (△) △38,933

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

1,555 989 2,545

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円)

1,555 989 △39,742

平成18年９月30日残高(千円) △30,173 989 907,268



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
  

 
  

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成19年３月31日残高(千円) 444,336 136,636 199,990 780,962

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △ 8,087 △ 8,087

 中間純損失 (△) △166,150 △ 166,150

株主資本以外の項目の中間連結会

計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計  

(千円)
─ ─ △174,237 △174,237

平成19年９月30日残高(千円) 444,336 136,636 25,752 606,725

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券 
評 価 差 額 金

平成19年３月31日残高(千円) △3 7,853 788,812

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △8,087

 中間純損失 (△) △166,150

 株主資本以外の項目の中間連結  

 会計期間中の変動額(純額)
△17 △1,224 △1,242

中間連結会計期間中の変動額合計  

(千円)
△17 △1,224 △175,479

平成19年９月30日残高(千円) △21 6,629 613,333



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
(注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

株主資本

資本金 資本準備金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 441,990 134,290 402,458 978,739

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 2,345 2,345 4,691

 剰余金の配当（注） △ 8,046 △ 8,046

 当期純損失（△） △ 194,422 △ 194,422

 株主資本以外の項目の 

 連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 

(千円)
2,345 2,345 △202,468 △ 197,777

平成19年３月31日残高(千円) 444,336 136,636 199,990 780,962

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券 
評 価 差 額 金

平成18年３月31日残高(千円) △31,729 － 947,010

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 4,691

 剰余金の配当（注） △8,046

 当期純損失(△） △194,422

 株主資本以外の項目の 

 連結会計年度中の変動額(純額)
31,725 7,853 39,579

連結会計年度中の変動額合計 

(千円)
31,725 7,853 △158,197

平成19年３月31日残高(千円) △3 7,853 788,812



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー
   税金等調整前中間(当期) 
   純損失(△)

△36,739 △154,967 △183,997

   減価償却費 12,649 21,622 31,283

   固定資産除却損 ─ 11,280 ─

   株式報酬費用 989 3,059 7,853

   退職給付引当金の増減額 
   （減少：△）

422 925 △225

   貸倒引当金の増加額 ─ ─ 14,373

   受取利息及び受取配当金 △6,576 △291 △15,144

   支払利息 144 248 917

   売上債権の増減額
   (増加:△)

△54,373 91,549 △49,677

  
    たな卸資産の増加額
   

△63,722 △527,806 △17,157

   前受金の増加額 
   (減少：△)

─ 674,065 △796

   仕入債務の増減額
   (減少:△)

68,481 △102,991 31,390

   未払消費税等の増減額
   (減少:△)

24,936 △32,963 36,022

   投資有価証券評価損 ─ ─ 62,149

   有価証券解約損 ─ ─ 26,168

   新株予約権戻入益 ─ △4,283 ─

   その他 30,155 △46,011 33,966

    小計 △23,633 △66,565 △22,872

   利息及び配当金の受取額 6,613 291 15,181

   利息の支払額 △288 △497 △1,166

   法人税等の支払額 △1,073 △490 △1,939

    営業活動による 
    キャッシュ・フロー

△18,381 △67,260 △10,796



  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー
   有形固定資産の取得に 
   よる支出

△7,604 △7,109 △32,987

   無形固定資産の取得に 
   よる支出

△1,800 △440 △1,800

   投資有価証券取得に 
   よる支出

─ ─ △45

   投資有価証券の売却に 
   よる収入

8,143 ─ 8,143

   保証金の差入による支出 ― △1,861 ─

    投資活動による 
    キャッシュ・フロー

△1,260 △9,411 △26,689

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

   短期借入金の純増減額 
   （減少：△）

200,000 △100,000 100,000

   株式の発行による収入 4,691 ─ 4,691

   配当金の支払額 △8,037 △7,632 △8,468

    財務活動による 
    キャッシュ・フロー

196,653 △107,632 96,222

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

1,340 ─ △2,145

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  増減額(減少：△)

178,352 △184,304 60,882

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高

475,285 536,167 475,285

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

※１ 653,637 351,863 536,167



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関す

る事項

連結子会社の数 1社

㈱クリエーティブソリュー

ションズ

連結子会社の数 1社

㈱クリエーティブソリュー

ションズ

連結子会社の数 1社

㈱クリエーティブソリュー

ションズ

２．持分法の適用に関

する事項

非連結子会社及び関連会社

がないため、該当事項はあ

りません。

同左 同左

３．連結子会社の中間

決算日(事業年度)

等に関する事項

連結子会社の中間決算日

は、中間連結決算日と一致

しております。

同左 連結子会社の決算日は、連

結決算日と一致しておりま

す。

４．会計処理基準に関

する事項

 (1) 重要な資産の評

価基準及び評価

方法

① 有価証券

  その他有価証券

  時価のあるもの

     ──

① 有価証券

  その他有価証券

  時価のあるもの

   中間連結決算日の市

場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純

資産直入法により処理

し、売却原価は移動平

均法により算定）を採

用しております

① 有価証券

  その他有価証券

  時価のあるもの

   決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入

法により処理し、売却

原価は移動平均法によ

り算定）を採用してお

ります。

  時価のないもの

   移動平均法による原

価法を採用しておりま

す。

  時価のないもの

同左

  時価のないもの

同左

② 商品及び貯蔵品 

 

 

 

  移動平均法による原価

法を採用しておりま

す。

② 商品（ソフトウェア等

使用許諾権を除く）及び貯

蔵品

 

 移動平均法による原価法

を採用しております。

② 商品及び貯蔵品

 

 

 

 移動平均法による原価法

を採用しております。

    ─── 商品（ソフトウェア等使用

許諾権） 

 

 個別法による原価法を採

用しております。

    ──



 
  

項目

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日)

 (2) 重要な減価償却

資産の減価償却

の方法

① 有形固定資産

   定率法を採用してお

ります。

   なお、主な耐用年数

は以下のとおりであり

ます。

  建物   １５年

  器具備品 ３年～５年

① 有形固定資産

   定率法を採用してお

ります。

   なお、主な耐用年数

は以下のとおりであり

ます。  

  建物   １５年

  器具備品 ３年～５年 

 

 （会計方針の変更） 

 法人税法の改正（所得税

法等の一部を改正する法律

平成19年３月30日 法律第

６号）及び（法人税法施行

令の一部を改正する政令平

成19年３月30日政令第83

号))に伴い、当中間連結会

計期間から、平成19年４月

１日以降に取得したものに

ついては、改正後の法人税

法に基づく方法に変更して

おります。これによる損益

に与える影響は軽微であり

ます。  

 （追加情報） 

 当中間連結会計期間か

ら、平成19年３月31日以前

に取得したものについて

は、償却可能限度額まで償

却が終了した翌年から５年

間で均等償却する方法によ

っております。 

 当該変更に伴う損益に与

える影響は軽微でありま

す。 

 

有形固定資産

   定率法を採用してお

ります。

    なお、主な耐用年数

は以下のとおりであり

ます。   

  建物   １５年

  器具備品 ３年～５年

② 無形固定資産

   定額法を採用してお

ります。

   なお、自社利用のソ

フトウェアについて

は、社内における利用

可能期間(５年)、販売

目的のソフトウェアに

ついては、販売可能な

見込有効期間(３年)に

基づいております。

② 無形固定資産

同左

   

② 無形固定資産

同左

   



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (3) 重要な引当金の

計上基準

① 貸倒引当金

   債権の貸倒れによる

損失に備えるため、一

般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可

能性を勘案し、回収不

能見込額を計上してお

ります。

① 貸倒引当金

同左

① 貸倒引当金

同左

② 退職給付引当金

   従業員の退職給付に

備えるため、当連結会

計年度末における退職

給付債務の見込額に基

づき、当中間連結会計

期間末において発生し

ていると認められる額

を計上しております。

② 退職給付引当金

同左

② 退職給付引当金

   当社の従業員の退職

給付に備えるため、当

連結会計年度末におけ

る退職給付債務の見込

額に基づき計上してお

ります。

 (4) 重要な外貨建の

資産又は負債の

本邦通貨への換

算の基準

   外貨建金銭債権債務

は、中間連結決算日の

直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額

は損益として処理して

おります。

同左    外貨建金銭債権債務

は、連結決算日の直物

為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損

益として処理しており

ます。

 (5) 重要なリース取

引の処理方法

   リース物件の所有権

が借主に移転すると認

められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取

引については、通常の

賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によ

っております。

同左 同左

 (6) その他中間連結

財務諸表(連結

財務諸表)作成

のための基本と

なる重要な事項

   消費税等の会計処理

  税抜方式を採用してお

ります。

同左 同左

５．中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 連 結 キ ャ ッ シ

ュ・フ ロ ー 計 算

書)における資金

の範囲

   手許現金、随時引き

出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、

かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか

負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資から

なっております。

同左 同左



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準)

 当中間連結会計期間より、「貸

借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」(企業会計基準第5

号 平成17年12月９日)及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」(企業会

計基準適用指針第８号 平成17年12

月９日)を適用しております。

 これまでの資本の部の合計に相

当する金額は、906,278千円であり

ます。

 なお、当中間連結会計期間にお

ける中間連結貸借対照表の純資産

の部については、中間連結財務諸

表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成し

ております。

     ─── (貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準）

 当連結会計年度より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」(企業会計基準第５号

平成17年12月９日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」(企業会計

基準適用指針第８号 平成17年12

月９日）を適用しております。

 これまでの資本の部の合計に相

当する金額は、780,959千円であり

ます。

 なお、連結財務諸表規則の改正

により、当連結会計年度における

連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の連結財務諸表規

則により作成しております。

(ストック・オプション等に関する

会計基準等)

 当中間連結会計期間から「スト

ック・オプション等に関する会計

基準」(企業会計基準委員会 平成

17年12月27日 企業会計基準第８

号)及び「ストック・オプション等

に関する会計基準の適用指針」(企

業会計基準委員会 終改正平成

18年５月31日 企業会計基準適用

指針第11号)を適用しております。

 これにより、営業損失、経常損

失及び税金等調整前中間純損失が

989千円増加しております。

    ─── (ストック・オプション等に関す

る会計基準等）

 当連結会計年度より「ストッ

ク・オプション等に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月27日企業会計基準第８号）

及び「ストックオプション等に関

する会計基準の適用指針」（企業

会計基準委員会 終改正平成18

年５月31日 企業会計基準適用指

針第11号）を適用しております。

 これにより、営業損失、経常損

失及び税引前当期純損失が7,853千

円増加しております。



  

  

表示方法の変更 

  

 
  

追加情報 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

          ──── 

 

 （中間連結貸借対照表） 

 前中間連結会計期間において流動負債の「その他」に

含めて表示しておりました「前受金」（前中間連結会計

期間末268千円）については、資産総額の100分の５超と

なったため、当中間連結会計期間より区分掲記しており

ます。 

  

 （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前中間連結会計期間において営業活動におけるキャッ

シュ・フローの小計区分前の「その他」に含めて表示し

ておりました「前受金の増加額」（前中間連結会計期間

796千円減少)については、重要性が増したため、当中間

連結会計期間より区分掲記しております。

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

── （保守売上の収益認識方法の変更） ──

        従来、保守料の収益について

は、保守契約の開始時に一括して

収益認識しておりましたが、「ソ

フトウェア取引の収益の会計処理

に関する実務上の取扱い」（平成

18年3月30日企業会計基準委員

会：実務対応報告第17号）が公表

され、収益計上の厳格な適用が求

められたこと及び適正な期間損益

計算を行うことから、当中間連結

会計期間より保守売上については

契約期間に対応させ収益認識する

という処理に変更いたしまし

た。  

 この結果、従来の方法に比較し

て、売上高107,015千円、売上原

価94,460千円がそれぞれ少なく、

営業損失、経常損失及び税金等調

整前中間純損失がそれぞれ12,554

千円多く計上されております。  

  なお、過年度に計上した当中間

連結会計期間以降の保守契約期間

に係わる売上高と売上原価の差額

については、特別損失に過年度保

守売上修正損として126,896千円

計上しております。  

 

      



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

※１中間連結会計期間末日満期手

形

中間連結会計期間末日満

期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決

済処理しております。

なお、当中間連結会計期

間末日が金融機関の休日で

あったため、次の中間連結

会計期間末日満期手形が中

間連結会計期間末残高に含

まれております。

※１中間連結会計期間末日満期手

形

中間連結会計期間末日満

期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決

済処理しております。

なお、当中間連結会計期

間末日が金融機関の休日で

あったため、次の中間連結

会計期間末日満期手形が中

間連結会計期間末残高に含

まれております。

※1 連結会計年度末日満期手 

   形      

 連結会計年度末日満期手

形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処

理しております。

 なお、当連結会計年度末

日が金融機関の休日であっ

たため、次の連結会計年度

末日満期手形が連結会計年

度末残高に含まれておりま

す。

受取手形 1,125千円 受取手形 930千円 受取手形 336千円

 

※２有形固定資産の減価償却累計額

60,560千円

 
 

※２有形固定資産の減価償却累計額

80,333千円

 
 

※２有形固定資産の減価償却累計額

73,372千円

 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のとお

りであります。

広告宣伝費 7,668千円

役員報酬 34,903千円

給与手当 107,453千円

地代家賃 17,477千円

諸手数料 25,836千円

業務委託費 10,997千円

退職給付費用 2,395千円

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のとお

りであります。

広告宣伝費 3,596千円

役員報酬 31,447千円

給与手当 86,610千円

地代家賃 18,476千円

諸手数料 14,645千円

業務委託費 20,945千円

退職給付費用 1,630千円

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のとお

りであります。

広告宣伝費 14,478千円

役員報酬 69,598千円

給与手当 207,113千円

地代家賃 35,317千円

諸手数料 47,677千円

業務委託費 27,955千円

退職給付費用 4,500千円

※２  ────

     

※２ 固定資産除却損

    建物           11,280千円

※２   ────

     



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式及び自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 ストック・オプションの行使による増加    41株 

  
２ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) 平成18年新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

  
  

３ 配当に関する事項 

   配当金支払額 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

発行済株式

普通株式(株) 8,046 41 ― 8,087

合計 8,046 41 ― 8,087

自己株式

普通株式(株) ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―

会社名 内訳
当中間連結会計
期間末残高 
（千円）

提出会社 
（親会社）

ストックオプションとしての
新株予約権

989

連結子会社 ― ―

合計 989

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月24日 
定時株主総会

普通株式 8,046 1,000 平成18年３月31日 平成18年６月27日



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式及び自己株式に関する事項 

   
  

  
２ 新株予約権等に関する事項 

 
  
  
３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
   
  

  

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 
  

  （変動事由の概要） 

   増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   ストック・オプションの行使による増加    41株 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

発行済株式

普通株式(株) 8,087 ─ ─ 8,087

合計 8,087 ─ ─ 8,087

自己株式

普通株式(株) ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―

会社名 内訳
当中間連結会計
期間末残高 
（千円）

提出会社 
(親会社）

ストックオプションとしての
新株予約権

6,629

連結子会社 ― ―

合計 6,629

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月23日 
定時株主総会

普通株式 8,087 1,000 平成19年３月31日 平成19年６月26日

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

発行済株式

普通株式(株) 8,046 41 ― 8,087

合計 8,046 41 ― 8,087

自己株式

普通株式(株) ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―



  ２ 新株予約権等に関する事項 

 
  

  ３ 配当に関する事項 

   (1) 配当金支払額 

 
    
   (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな  
     るもの。     

  

 
  

会社名 内訳
当連結会計
年度末残高 
（千円）

提出会社 
（親会社）

ストックオプションとしての
新株予約権

7,853

連結子会社 ― ―

合計 7,853

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月24日 
定時株主総会

普通株式 8,046 1,000 平成18年３月31日 平成18年６月27日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月23日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 8,087 1,000 平成19年３月31日 平成19年６月26日



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係

（平成18年9月30日現在)

現金及び預金勘定 317,306千円

有価証券勘定 336,330千円

現金及び 
現金同等物

653,637千円

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係

（平成19年9月30日現在)

現金及び預金勘定 351,863千円

現金及び 
現金同等物

351,863千円

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

（平成19年3月31日現在)

現金及び預金勘定 536,167千円

有価証券勘定 0千円

現金及び
現金同等物

536,167千円



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

（借主側）

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

（借主側）

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

（借主側）

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額
取得価額 
相当額 
（千円）

減価償却 
累計額 
相当額 
（千円）

中間期末
残高 

相当額 
（千円）

器具備品 3,016 1,357 1,658

取得価額
相当額 
（千円）

減価償却
累計額 
相当額 
（千円）

中間期末
残高 

相当額 
（千円）

器具備品 3,016 1,960 1,055

取得価額 
相当額 

（千円）

減価償却 
累計額 
相当額 

（千円）

期末残高
相当額 

（千円）

器具備品 3,016 1,658 1,357

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 607千円

１年超 1,116千円

 合計 1,724千円

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 629千円

１年超 486千円

 合計 1,116千円

 (2) 未経過リース料期末残高相当

額

１年内 618千円

１年超 804千円

合計 1,422千円

 (3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

支払リース料 329千円

減価償却費相当額 301千円

支払利息相当額 33千円

 (3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

支払リース料 329千円

減価償却費相当額 301千円

支払利息相当額 22千円

 (3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

支払リース料 658千円

減価償却費相当額 603千円

支払利息相当額 61千円

 (4) 減価償却費相当額の算定の方

法

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。

 (4) 減価償却費相当額の算定の方

法

同左

 (4) 減価償却費相当額の算定の方

法

同左

 (5) 利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額の差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっており

ます。

 (5) 利息相当額の算定方法

同左

 (5) 利息相当額の算定方法

同左



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

 
  

   

 
当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

 
  

   
前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

 
  

 
  

１．その他有価証券で時価のあるもの

 該当事項はありません。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

 非上場株式 58,950

 Money Market Funds 336,330

１．その他有価証券で時価のあるもの

 

      区分
取得原価 
(千円)

中間連結貸借
対照表計上額(千円)

差額
(千円)

 （1）株式 45 23 21

 （2）債券 ─ ─ ─

 （3）その他 ─ ─ ─

計 45 23 21

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容
 

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

 非上場株式 0

１．その他有価証券で時価のあるもの

      区分
取得原価
(千円)

連結貸借
対照表計上額(千円)

差額 
(千円)

 （1）株式 45 41 3

 （2）債券 ─ ─ ─

 （3）その他 ─ ─ ─

計 45 41 3



  

   

 
  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

 非上場株式 0

 Money Market Funds 0



(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

 契約額等の残高がないため該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

 契約額等の残高がないため該当事項はありません。 

  

前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

 契約額等の残高がないため該当事項はありません。 

  

(ストック・オプション等関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

１．当該中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費の株式報酬費用    989千円 

  

２．ストック・オプションの内容及び規模 

 
  

会社名 提出会社

決議年月日 平成18年6月24日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役 2名

株式の種類及び付与数 普通株式 220株

付与日 平成18年9月8日

権利確定条件
付与日（平成18年9月8日）から権利確定日まで継続し
て勤務していること

対象勤務期間 （注）
平成18年9月8日～平成20年 6月30日 
平成18年9月8日～平成20年12月31日 
平成18年9月8日～平成21年12月31日

権利行使期間
平成20年7月1日 
～平成28年6月25日

権利行使価格 244,479円

付与日における公正な評価単価 152,992円

(注)当社と付与対象者との間の契約で、対象勤務期間を３期間に分割しております。



当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

１．当該中間連結会計期間における損益計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費の株式報酬費用      3,059千円 

特別利益の新株予約権戻入益                 4,283千円 

     

  

 前連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年３月31日） 

  １．当該連結会計年度における費用計上額及び科目名 

    販売費及び一般管理費の株式報酬費用   7,853千円 

  

  ２．ストック・オプションの内容及び規模 

会社名 提出会社

決議年月日 平成18年6月24日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役 2名

株式の種類及び付与数 普通株式 220株

付与日 平成18年9月8日

権利確定条件
付与日（平成18年9月8日）から権利確定日まで継続し
て勤務していること

対象勤務期間 （注）
平成18年9月8日～平成20年 6月30日 
平成18年9月8日～平成20年12月31日 
平成18年9月8日～平成21年12月31日

権利行使期間
平成20年7月1日 
～平成28年6月25日

権利行使価格 244,479円

付与日における公正な評価単価 152,992円

(注)当社と付与対象者との間の契約で、対象勤務期間を３期間に分割しております。



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

   前中間連結会計期間（自平成18年4月1日 至平成18年9月30日）、当中間連結会計期間（自平成19

年4月1日 至平成19年9月30日）及び前連結会計年度（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日） 

当社グループは、ネットワーク・セキュリティ関連商品の販売及び保守、並びにこれらに関する

各種サービスを提供する事業を行っており、全て同一セグメントに属するため、該当事項はありま

せん。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成18年4月1日 至平成18年9月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年

4月1日 至平成19年9月30日）及び前連結会計年度（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自平成18年4月1日 至平成18年9月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年

4月1日 至平成19年9月30日）及び前連結会計年度（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  



(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 112,066円10銭１株当たり純資産額 75,841円89銭１株当たり純資産額 96,569円71銭

１株当たり中間純損失 4,830円44銭１株当たり中間純損失 20,545円35銭１株当たり当期純損失 24,083円06銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益については、１株当たり
中間純損失が計上されているため記
載しておりません。

同左 なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益については、１株当たり
当期純損失が計上されているため記
載しておりません。

項目
前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(平成19年３月31日)

中間連結貸借対照表(連結貸借
対照表)の純資産の部の合計額
(千円)

907,268 613,333 788,812

普通株式に係る純資産額(千円) 906,278 606,703 780,959

差額の主な内訳(千円) 
 新株予約権

989 6,629 7,853

普通株式の発行済株式数(株) 8,087 8,087 8,087

普通株式の自己株式数(株) ― ─ ─

1株当たり純資産額の算定に 
用いられた普通株式の数（株）

8,087 8,087 8,087



２ １株当たり中間(当期)純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 

 
    (注）平成１９年９月３０日時点では消滅しております。 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  
  
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり中間(当期)純損失

中間(当期)純損失(千円) 38,933 166,150 194,422

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ─ ─

普通株式に係る中間(当期)純損失 
(千円)

38,933 166,150 194,422

普通株式の期中平均株式数(株) 8,060 8,087 8,073

潜在株式調整後１株当たり中間 
(当期)純利益

中間(当期)純利益調整額(千円) ― ─ ─

普通株式増加数(株) ― ─ ─

 (うち新株予約権) ― ─ ─

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり中間(当期)

純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要

平成12年８月７日臨
時株主総会決議スト
ックオプション（新
株引受権）
普通株式 58株

平成12年８月７日臨
時株主総会決議スト
ックオプション（新
株引受権）
普通株式 40株

平成12年８月７日臨
時株主総会決議スト
ックオプション（新
株引受権）
普通株式 40株

平成13年10月19日臨
時株主総会決議スト
ックオプション（新
株引受権）
普通株式 15株

平成13年10月19日臨
時株主総会決議スト
ックオプション（新
株引受権）
普通株式 10株

平成13年10月19日臨
時株主総会決議スト
ックオプション（新
株引受権）
普通株式  10株

平成14年６月27日定
時株主総会決議スト
ックオプション（新
株予約権）
普通株式 80株

平成14年６月27日定
時株主総会決議スト
ックオプション（新
株予約権）
普通株式 80株

平成14年６月27日定
時株主総会決議スト
ックオプション（新
株予約権）
普通株式 80株

平成15年６月25日定
時株主総会決議スト
ックオプション（新
株予約権）
普通株式 40株

平成15年６月25日定
時株主総会決議スト
ックオプション（新
株予約権）
普通株式 40株

平成15年６月25日定
時株主総会決議スト
ックオプション（新
株予約権）
普通株式  40株

平成16年６月26日定
時株主総会決議スト
ックオプション（新
株予約権）
普通株式 40株

平成16年６月26日定
時株主総会決議スト
ックオプション（新
株予約権）
普通株式 40株  
     (注）

平成16年６月26日定
時株主総会決議スト
ックオプション（新
株予約権）
普通株式  40株

平成18年６月24日定
時株主総会決議スト
ックオプション（新
株予約権）
普通株式 220株

平成18年６月24日定
時株主総会決議スト
ックオプション（新
株予約権）
普通株式  100株

平成18年６月24日定
時株主総会決議スト
ックオプション（新
株予約権） 
普通株式  220株



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 277,993 264,195 481,395

 ２ 受取手形 ※1 3,468 1,963 4,579

 ３ 売掛金 408,781 309,404 395,953

 ４ 有価証券 336,330 ─ 0

 ５ たな卸資産 170,521 651,763 123,956

 ６ 繰延税金資産 722 ─ ─

 ７ その他 ※3 62,499 51,013 24,519

   流動資産合計 1,260,317 83.6 1,278,340 86.1 1,030,404 81.9

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※2

  (1) 建物 14,235 933 13,147

  (2) 器具備品 20,089 54,151 59,804

   有形固定資産合計 34,324 55,084 72,951

 ２ 無形固定資産 19,263 12,155 15,395

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 58,950 23 41

  (2) 関係会社株式 80,000 80,000 80,000

  (3) 長期前払費用 17,761 27,720 29,923

  (4) 繰延税金資産 7,995 ─ ─

  （5）長期未収入金 ─ 14,373 14,373

  (6) その他 29,338 31,200 29,338

    貸倒引当金 ─ △14,373 △14,373

  投資その他の資産合計 194,045 138,943 139,303

   固定資産合計 247,634 16.4 206,184 13.9 227,651 18.1

   資産合計 1,507,951 100.0 1,484,524 100.0 1,258,055 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 280,327 140,245 243,236

 ２ 短期借入金 200,000 ─ 100,000

 ３ 前受金 ─ 674,498 433

 ４ 未払法人税等 1,455 764 2,125

 ５ 未払消費税等 ※3 19,710 ─ 22,230

 ６ その他 64,517 54,984 86,126

   流動負債合計 566,010 37.5 870,492 58.6 454,153 36.1

Ⅱ 固定負債

 １ 退職給付引当金 14,252 14,528 13,603

   固定負債合計 14,252 1.0 14,528 1.0 13,603 1.1

   負債合計 580,262 38.5 885,021 59.6 467,756 37.2

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 444,336 29.4 444,336 29.9 444,336 35.3

 ２ 資本剰余金

    資本準備金 136,636 136,636 136,636

   資本剰余金合計 136,636 9.1 136,636 9.2 136,636 10.9

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 25,900 25,900 25,900

  (2) その他利益剰余金

    別途積立金 250,000 100,000 250,000

    繰越利益剰余金 99,999 △113,977 △74,424

   利益剰余金合計 375,899 24.9 11,922 0.8 201,475 16.0

   株主資本合計 956,872 63.4 592,894 39.9 782,448 62.2

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券 
   評価差額金

△30,173 △21 △3

   評価・換算差額等 
   合計

△30,173 △2.0 △21 △0.0 △3 △0.0

Ⅲ 新株予約権 989 0.1 6,629 0.5 7,853 0.6

   純資産合計 927,688 61.5 599,502 40.4 790,298 62.8

   負債純資産合計 1,507,951 100.0 1,484,524 100.0 1,258,055 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 1,079,690 100.0 915,517 100.0 2,107,036 100.0

Ⅱ 売上原価 869,431 80.5 734,559 80.2 1,693,555 80.4

   売上総利益 210,259 19.5 180,958 19.8 413,481 19.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 245,090 22.7 237,572 26.0 489,602 23.2

   営業損失 34,831 △3.2 56,614 △6.2 76,121 △3.6

Ⅳ 営業外収益 ※1 7,071 0.7 9,480 1.0 15,824 0.8

Ⅴ 営業外費用 ※2 3,109 0.3 248 0.0 8,120 0.4

   経常損失 30,868 △2.8 47,382 △5.2 68,417 △3.2

Ⅵ 特別利益 ※3 ― ― 4,283 0.5 ─ ─

Ⅶ 特別損失 ※4 ― ― 138,177 15.1 128,546 6.1

   税引前中間(当期) 
   純損失

30,868 △2.8 181,275 △19.8 196,963 △9.3

   法人税、住民税 
   及び事業税

923 190 533

   法人税等調整額 1,065 1,988 0.2 ─ 190 0.0 9,783 10,316 0.5

   中間(当期)純損失 32,856 △3.0 181,466 △19.8 207,280 △9.8



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

  

 
(注)平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株 主 
資 本 
合 計資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金 利 益 
剰余金 
合 計

別 途
積立金

繰越利益
剰 余 金

平成18年３月31日残高(千円) 441,990 134,290 25,900 450,000 △59,097 416,802 993,083

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 2,345 2,345 4,691

 別途積立金取崩額 (注) △200,000 200,000 ― ―

 剰余金の配当 (注) △8,046 △8,046 △8,046

 中間純損失 (△) △32,856 △32,856 △32,856

 株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額(純額)

中間会計期間中の変動額合計(千円) 2,345 2,345 ― △200,000 159,097 △40,902 △36,211

平成18年９月30日残高(千円) 444,336 136,636 25,900 250,000 99,999 375,899 956,872

評価・換算 
差 額 等

新株予約権 純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

平成18年３月31日残高(千円) △31,729 ― 961,354

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 4,691

 別途積立金取崩額 (注) ―

 剰余金の配当 (注) △8,046

 中間純損失 (△) △32,856

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

1,555 989 2,545

中間会計期間中の変動額合計(千円) 1,555 989 △33,665

平成18年９月30日残高(千円) △30,173 989 927,688



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

  

 
  

  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株 主 
資 本 
合 計資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金 利 益 
剰余金 
合 計

別 途
積立金

繰越利益
剰 余 金

平成19年３月31日残高(千円) 444,336 136,636 25,900 250,000 △74,424 201,475 782,448

中間会計期間中の変動額

 別途積立金取崩額 △150,000 150,000 ─ ─

 剰余金の配当 △8,087 △8,087 △8,087

 中間純損失 (△) △181,466 △181,466 △181,466

 株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額(純額)

中間会計期間中の変動額合計(千円) ─ ─ ─ △150,000 △39,553 △189,553 △189,553

平成19年９月30日残高(千円) 444,336 136,636 25,900 100,000 △113,977 11,922 592,894

評価・換算 
差 額 等

新株予約権 純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

平成19年３月31日残高(千円) △3 7,853 790,298

中間会計期間中の変動額

 別途積立金取崩額 

 剰余金の配当 △8,087

 中間純損失 (△) △181,466

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△17 △1,224 △1,242

中間会計期間中の変動額合計(千円) △17 △1,224 △190,794

平成19年９月30日残高(千円) △21 6,629 599,502



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

  

 
  

  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株 主 
資 本 
合 計資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金 利 益 
剰余金 
合 計

別 途
積立金

繰越利益
剰 余 金

平成18年３月31日残高(千円) 441,990 134,290 25,900 450,000 △59,097 416,802 993,083

事業年度中の変動額

 新株の発行 2,345 2,345 4,691

 別途積立金取崩額 (注) △200,000 200,000 ― ―

 剰余金の配当 (注) △8,046 △8,046 △8,046

 当期純損失 (△) △207,280 △207,280 △207,280

 株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(千円) 2,345 2,345 ― △200,000 △15,326 △215,326 △210,635

平成19年３月31日残高(千円) 444,336 136,636 25,900 250,000 △74,424 201,475 782,448

評価・換算 
差 額 等

新株予約権 純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

平成18年３月31日残高(千円) △31,729 ― 961,354

事業年度中の変動額

 新株の発行 4,691

 別途積立金取崩額 (注) ―

 剰余金の配当 (注) △8,046

 当期純損失 (△) △207,280

 株主資本以外の項目の事業年度 
中の変動額(純額)

31,725 7,853 39,579

事業年度中の変動額合計(千円) 31,725 7,853 △171,055

平成19年３月31日残高(千円) △3 7,853 790,298



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 有価証券の評価基

準及び評価方法

(1) 子会社株式

 移動平均法による原価

法を採用しております。

(1) 子会社株式

同左

(1) 子会社株式 

 移動平均法による原価法

を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

 

──―

(2) その他有価証券

 時価のあるもの

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定)を採用し

ております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

 決算日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額

は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移

動平均法により算定)を

採用しております。

 時価のないもの 

 移動平均法による原価

法を採用しております。

 時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

２ たな卸資産の評価

基準及び評価方法

商品及び貯蔵品 

 

 

 移動平均法による原価法

を採用しております。

商品（ソフトウェア等使用

許諾権を除く）及び貯蔵品

 移動平均法による原価法
を採用しております。

商品及び貯蔵品

  
 移動平均法による原価法
を採用しております。 
 

    ─── 商品(ソフトウェア等使用

許諾権） 

 

 個別法による原価法を採

用しております。

    ───



 
  

項目

前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日)

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日)

３ 固定資産の減価償

却の方法

 

(1) 有形固定資産

定率法を採用しておりま

す。

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

建物 15年

器具備品 ３年～５年

(1) 有形固定資産

定率法を採用しておりま

す。  

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

 建物      15年 

 器具備品 ３年～５年 

 

（会計方針の変更）  

 法人税法の改正（所得

税法等の一部を改正する

法律 平成19年３月30日

法律第６号）及び（法人

税法施行令の一部を改正

する政令平成19年３月30

日政令第83号))に伴い、

当中間会計期間から、平

成19年４月１日以降に取

得したものについては、

改正後の法人税法に基づ

く方法に変更しておりま

す。これによる損益に与

える影響は軽微でありま

す。     

（追加情報）  

 当中間会計期間から、

平成19年３月31日以前に

取得したものについて

は、償却可能限度額まで

償却が終了した翌年から

５年間で均等償却する方

法によっております。  

 当該変更に伴う損益に

与える影響は軽微であり

ます。 

 

 

(1) 有形固定資産

定率法を採用しておりま

す。 

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

 建物      15年 

 器具備品 ３年～５年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しておりま

す。

なお、自社利用のソフ

トウェアについては、社

内における利用可能期間

（５年）、販売目的のソ

フトウェアについては、

販売可能な見込有効期間

（３年）に基づいており

ます。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ 引当金の計上基準 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 貸倒引当金

 債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個

別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計

上しております。

(1) 貸倒引当金

同左 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 貸倒引当金

同左 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務の

見込額に基づき、当中間

会計期間末において発生

していると認められる額

を計上しております。

(2) 退職給付引当金

同左 

 

 

 

 

 

 

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務の

見込額に基づき計上して

おります。 

 

 

５ 外貨建の資産及び

負債の本邦通貨へ

の換算基準

  外貨建金銭債権債務

は、中間決算日の直物為

替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益とし

て処理しております。

同左 外貨建金銭債権債務

は、決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処

理しております。

６ リース取引の処理

方法

リース物件の所有権

が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイ

ナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会

計処理によっておりま

す。

同左 同左

７ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項

消費税等の会計処理

 税抜方式を採用してお

ります。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準)

 当中間会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」(企業会計基準第5号 平

成17年12月９日)及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」(企業会計基準

適用指針第８号 平成17年12月９

日)を適用しております。

 これまでの資本の部の合計に相

当する金額は、926,698千円であり

ます。

 なお、当中間会計期間における

中間貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間財務諸表等規則の改

正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

─── (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）  

 当事業年度より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」(企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）を適

用しております。  

これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は、782,445千円でありま

す。

 なお、当事業年度における貸借

対照表の純資産の部については、

財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の財務諸表等規則により作成

しております。

 当中間会計期間から「ストッ

ク・オプション等に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月27日 企業会計基準第８号)

及び「ストック・オプション等に

関する会計基準の適用指針」(企業

会計基準委員会 終改正平成18

年５月31日 企業会計基準適用指

針第11号)を適用しております。

 これにより、営業損失、経常損失

及び税引前中間純損失が989千円増

加しております。

      ─── (ストック・オプション等に関する

会計基準等）  

 当事業年度から「ストック・オ

プション等に関する会計基準」(企

業会計基準委員会 平成17年12月

27日企業会計基準第８号)及び「ス

トック・オプション等に関する会

計基準の適用指針」企業会計基準

委員会 終改正平成18年５月31

日 企業会計基準適用指針第11

号）を適用しております。  

 これにより、営業損失、経常損

失及び税引前当期純損失が7,853千

円増加しております。  

 



表示方法の変更 

  

 
  

追加情報 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

           ──── （中間貸借対照表）  

 前中間会計期間において流動負債の「その他」に含め

て表示しておりました「前受金」（前中間会計期間268

千円）については、資産総額の100分の５超となったた

め、当中間会計期間より区分掲記しております。 

 

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

      ─── （保守売上の収益認識方法の変

更）  

 従来、保守料の収益について

は、保守契約の開始時に一括して

収益認識しておりましたが、「ソ

フトウェア取引の収益の会計処理

に関する実務上の取扱い」（平成

18年3月30日企業会計基準委員会：

実務対応報告第17号）が公表さ

れ、収益計上の厳格な適用が求め

られたこと及び適正な期間損益計

算を行うことから、当中間会計期

間より保守売上については契約期

間に対応させ収益認識するという

処理に変更いたしました。  

この結果、従来の方法に比較し

て、売上高107,015千円、売上原価

94,460千円がそれぞれ少なく、営

業損失、経常損失及び税金等調整

前中間純損失がそれぞれ12,554千

円多く計上されております。  

なお、過年度に計上した当中間会

計期間以降の保守契約期間に係わ

る売上高と売上原価の差額につい

ては、特別損失に過年度保守売上

修正損として126,896千円計上して

おります。 

 

       ───



(中間貸借対照表関係) 

  
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

※1 中間会計期間末日満期手形

中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しておりま

す。

なお、当中間会計期間末日が

金融機関の休日であったため、

次の中間会計期間末日満期手形

が中間会計期間末残高に含まれ

ております。

※1 中間会計期間末日満期手形

中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しておりま

す。

なお、当中間会計期間末日が

金融機関の休日であったため、

次の中間会計期間末日満期手形

が中間会計期間末残高に含まれ

ております。

※1 期末日満期手形      

    期末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をも

って決済処理しております。

 なお、当期末日が金融機関

の休日であったため、次の期末

日満期手形が期末残高に含まれ

ております。

 
受取手形 1,125千円

 
受取手形 930千円

 
受取手形 336千円

 

※２有形固定資産の減価償却累計額

60,207千円

 
 

※２有形固定資産の減価償却累計額

79,728千円

 
 

※２有形固定資産の減価償却累計額

71,434千円

 

※３消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、未払消費税等

として表示しております。

※３消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動資産のそ

の他として表示しております。

※３消費税等の取扱い

   ───

     



(中間損益計算書関係) 

  

 
  

  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 営業外収益のうち主要なもの

有価証券利息 6,567千円

※１ 営業外収益のうち主要なもの

為替差益 7,154千円

※１ 営業外収益のうち主要なもの

有価証券利息 15,056千円

※２ 営業外費用のうち主要なもの

為替差損 2,964千円

※２     ─ ※２ 営業外費用のうち主要なもの

為替差損 7,202千円

※３      ―

 

※３ 特別利益のうち主要なもの

新株予約権戻
入益

4,283千円

 

※３      ─

※４      ―

 

 

※４ 特別損失のうち主要なもの

固定資産除却
損

11,280千円

過年度保守売
上修正損

126,896千円

  

※４ 特別損失のうち主要なもの

有価証券解 
約損

26,168千円

たな卸資産 
廃棄損

5,317千円

投資有価証 
券評価損

62,149千円

貸倒引当金 
繰入額

14,373千円

特定商品取扱 
中止損

20,537千円

５ 減価償却実施額

    有形固定資産  6,021千円
    無形固定資産  3,775千円

５ 減価償却実施額

    有形固定資産 13,695千円
    無形固定資産  1,691千円

５ 減価償却実施額

   有形固定資産  17,249千円 
    無形固定資産  3,536千円



(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

(借主側)

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額
取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却
累計額 
相当額 
(千円)

中間期末
残高 

相当額 
(千円)

器具備品 3,016 1,357 1,658

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

(借主側)

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額
取得価額
相当額 
(千円)

減価償却
累計額 
相当額 
(千円)

中間期末
残高 

相当額 
(千円)

器具備品 3,016 1,960 1,055

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

(借主側)

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額
取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

器具備品 3,016 1,658 1,357

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 607千円

１年超 1,116千円

 合計 1,724千円

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 629千円

１年超 486千円

 合計 1,116千円

(2) 未経過リース料期末残高相当

額

１年内 618千円

１年超 804千円

 合計 1,422千円

(3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

支払リース料 329千円

減価償却費相当額 301千円

支払利息相当額 33千円

(3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

支払リース料 329千円

減価償却費相当額 301千円

支払利息相当額 22千円

(3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

支払リース料 658千円

減価償却費相当額 603千円

支払利息相当額 61千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

 リース料総額とリース物件の取

得価額相当額の差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっておりま

す。

(5) 利息相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

同左



(有価証券関係) 

前中間会計期間末（平成18年９月30日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当中間会計期間末（平成19年９月30日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

前事業年度末（平成19年３月31日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  



(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 114,591円16銭 １株当たり純資産額 73,311円92銭 １株当たり純資産額 96,753円45銭

１株当たり中間純損失 4,076円54銭１株当たり中間純損失 22,439円31銭１株当たり当期純損失 25,675円75銭

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、１株当たり

中間純損失が計上されているため記

載しておりません。

同左 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、１株当たり

当期純損失が計上されているため記

載しておりません。

項目
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日)

前事業年度末 

(平成19年３月31日)

中間貸借対照表(貸借対照表)の純資産の部の 

合計額(千円)
927,688 599,502 790,298

普通株式に係る純資産額(千円) 926,698 592,873 782,445

差額の主な内訳(千円) 

 新株予約権
989 6,629 7,853

普通株式の発行済株式数(株) 8,087 8,087 8,087

普通株式の自己株式数(株) ― ─ ─

1株当たり純資産額の算定に用いられた 

普通株式の数（株）
8,087 8,087 8,087



２ １株当たり中間(当期)純損失 
  

   
 （注）平成１９年９月３０日時点では消滅しております。 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり中間(当期)純損失

中間(当期)純損失(千円) 32,856 181,466 207,280

普通株主に帰属しない金額
(千円)

― ─ ─

普通株式に係る中間(当期) 
純損失(千円)

32,856 181,466 207,280

普通株式の期中平均株式数 
(株)

8,060 8,087 8,073

潜在株式調整後１株当たり 
中間(当期)純利益
中間(当期)純利益調整額 
(千円)

― ─ ─

普通株式増加数(株) ― ─ ─

 (うち新株予約権) ― ─ ─

希薄化効果を有しないため、
潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益の算定に含め
なかった潜在株式の概要

平成12年８月７日臨時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株引受権） 
普通株式  58株 
 

平成12年８月７日臨時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株引受権） 
普通株式   40株 
 

平成12年８月７日臨時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株引受権） 
普通株式  40株 
 

平成13年10月19日臨時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株引受権） 
普通株式  15株 
 

平成13年10月19日臨時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株引受権） 
普通株式   10株 
 

平成13年10月19日臨時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株引受権） 
普通株式  10株 
 

平成14年６月27日定時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株予約権） 
普通株式  80株 
 

平成14年６月27日定時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株予約権） 
普通株式   80株 
 

平成14年６月27日定時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株予約権） 
普通株式  80株 
 

平成15年６月25日定時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株予約権） 
普通株式  40株 
 

平成15年６月25日定時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株予約権） 
普通株式   40株 
 

平成15年６月25日定時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株予約権） 
普通株式  40株 
 

平成16年６月26日定時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株予約権）
普通株式  40株

平成16年６月26日定時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株予約権）
普通株式 40株
    (注）

平成16年６月26日定時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株予約権）
普通株式  40株

平成18年６月24日定時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株予約権） 
普通株式 220株

平成18年６月24日定時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株予約権） 
普通株式   100株

平成18年６月24日定時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株予約権）  
普通株式 220株



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 

 
  

  

(1) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度(第16期) (自 平成18年４月１日至 平成19年３月31日)平成19年６月25日関東財務局長に
提出

(2) 臨時報告書

金融商品取引法第24条の５第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号(
提出会社の財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象）および第19号（連結会社の財政状態
及び経営成績に著しい影響を与える事象）の規定に基づき平成19年11月9日関東財務局長に提出



該当事項はありません。 

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

 

株式会社フォーバルクリエーティブ 

 
  

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社フォーバルクリエーティブの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の

中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間

連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計

算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社フォーバルクリエーティブ及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 

平成18年12月14日

取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  藤  代  政  夫  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  髙  橋  正  伸  ㊞

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

 

株式会社フォーバルクリエーティブ 

 
  

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社フォーバルクリエーティブの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結

会計年度の中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すな

わち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社フォーバルクリエーティブ及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 

平成19年12月14日

取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  藤  代  政  夫  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  髙  橋  正  伸  ㊞

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

 

株式会社フォーバルクリエーティブ 

 
  

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社フォーバルクリエーティブの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第16期事業年度

の中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対

照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社フォーバルクリエーティブの平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって

終了する中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示

しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

  

以 上 

  

 

平成18年12月14日

取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  藤  代  政  夫  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  髙  橋  正  伸  ㊞

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

 

株式会社フォーバルクリエーティブ 

 
  

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社フォーバルクリエーティブの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第17

期事業年度の中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、

中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社フォーバルクリエーティブの平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって

終了する中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示

しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

  

以 上 

  

 

平成19年12月14日

取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  藤  代  政  夫  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  髙  橋  正  伸  ㊞

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。
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